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剣
　
例
　
研
　
究

八
四

（
一
六
九
〇
）

〔
行
政
法
　
　
一
二
〕

團
艦
役
員
僻
任
の
意
思
表
示
と
公
職
選
學
法
第
一
〇
四
條
の
關
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鷺
響
羅
鞭
羅
鋤
講
撫
願
裁
決
取
清
嚢
事
件
）

　
【
判
示
事
項
】
　
佐
賀
縣
モ
ー
タ
ー
ポ
！
ト
競
走
會
會
長
騨
任
の
意
思
表
示
の

解
羅

　
【
滲
照
條
交
】
　
地
方
自
治
法
第
一
四
二
條
（
昭
和
三
｝
年
法
律
第
一
四
七
號

に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
、
公
職
選
撃
法
第
一
〇
四
條
（
昭
和
三
一
年
法
律
第

一
四
八
號
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）

　
【
事
賓
】
　
上
告
人
（
原
告
）
K
は
、
昭
和
二
六
年
一
二
月
佐
賀
縣
モ
ー
タ
ー

ポ
ー
ト
競
走
會
の
設
立
以
來
、
同
會
の
會
長
理
事
で
あ
つ
た
。
而
し
て
、
同
人

は
、
昭
和
三
〇
年
四
月
三
〇
日
執
行
の
唐
津
市
長
選
撃
に
立
候
補
し
、
同
五
月

一
日
の
選
撃
會
に
お
い
て
當
選
人
と
決
定
さ
れ
、
同
月
二
日
同
市
選
撃
管
理
委

員
會
よ
り
當
選
の
告
知
を
う
け
た
。

　
し
か
る
に
、
同
月
九
日
補
助
参
加
人
よ
り
同
市
選
撃
管
理
委
員
會
に
た
い

し
、
K
の
當
選
の
効
力
に
關
す
る
異
議
の
申
立
が
あ
つ
た
が
、
同
委
員
會
は
、

同
月
二
五
日
、
こ
の
申
立
を
棄
却
し
た
。
補
助
参
加
人
は
、
さ
ら
に
、
同
月
二

八
日
佐
賀
縣
選
學
管
理
委
員
會
に
た
い
し
訴
願
を
な
し
、
同
委
員
會
は
、
九
月

二
八
日
、
訴
願
講
求
を
み
と
め
、
原
決
定
を
取
潰
し
K
の
當
選
を
無
効
と
す
る

旨
の
裁
決
を
下
し
た
。

　
こ
の
た
め
、
K
は
、
第
一
審
福
岡
高
等
裁
判
所
に
た
い
し
、
訴
の
提
起
を
な

し
た
。

　
原
審
に
お
げ
る
主
な
る
争
黙
、
な
ら
び
に
、
判
示
の
概
要
は
つ
ぎ
の
ご
と
く

で
あ
る
。

　
唐
津
市
と
佐
賀
縣
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
會
と
の
關
係
は
、
地
方
自
治
法
第

一
四
二
條
に
定
め
る
場
合
に
あ
た
り
、
同
市
の
長
た
る
市
長
は
、
同
競
走
會
の



理
妻
の
地
位
に
つ
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
右
競
走
會
の
會
長
も
し
く
は
理
事
の
聯
任
に
つ
い
て
は
、
定
款
に
な
ん
ら
特

別
の
定
め
な
き
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
騨
任
は
、
口
頭
た
る
と
書
面
た
る
と
を
問
わ

ず
、
そ
の
意
思
表
示
が
右
競
走
會
の
受
領
権
限
あ
る
機
關
に
到
達
し
た
と
き
、

そ
の
効
力
が
襲
生
す
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

　
こ
れ
等
を
前
提
と
し
、
雫
黙
、
な
ら
び
に
、
原
審
裁
判
所
の
認
定
を
整
理
す

る
。　

原
告
は
、
市
長
當
選
の
告
知
を
う
け
た
日
（
五
月
二
日
）
の
前
日
（
五
月
一

日
）
ま
で
に
、
競
走
會
會
長
羅
任
の
意
思
表
示
を
な
し
た
。
し
た
が
つ
て
、
當

選
の
告
知
を
う
け
た
日
に
は
、
右
會
會
長
の
職
を
鮮
し
て
い
た
ゆ
え
、
公
職
選

學
法
第
一
〇
四
條
に
よ
る
選
撃
管
理
委
員
會
へ
の
届
出
の
必
要
を
否
定
す
る
。

し
か
し
、
裁
到
所
は
、
右
競
走
會
に
た
い
す
る
騨
任
屈
を
有
効
の
も
の
と
み
と

め
ず
、
五
月
二
日
に
鱒
任
屈
が
競
走
會
に
よ
り
受
理
さ
れ
た
、
と
到
断
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
書
面
は
、
原
告
が
競
走
會
會
長
の
職
の
み
騨
し
た
も
の
と
み

る
。　

こ
れ
に
た
い
し
、
K
は
右
競
走
會
の
會
長
を
雛
任
す
る
旨
の
意
思
表
示
に
よ

り
、
営
然
同
競
走
會
の
理
事
騨
任
の
効
果
も
護
生
す
る
と
い
う
。
し
か
し
、
同

競
走
會
の
定
款
に
よ
る
と
、
會
長
は
理
事
の
中
か
ら
選
任
す
る
と
と
も
に
、
會

長
と
は
會
の
内
部
關
係
に
お
い
て
の
名
稻
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
而

し
て
、
地
方
自
治
法
第
一
四
二
條
に
い
う
法
人
の
無
限
責
任
肚
員
、
…
…
に
準

　
　
　
　
到
　
例
　
硯
　
究

ず
べ
き
も
の
と
は
、
本
件
の
場
合
理
事
を
さ
す
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
、
會
長
を
鮮
任
す
れ
ば
當
然
に
理
事
を
も
鮮
す
る
と
の
定
め
は
、
定
款
中
に

も
、
法
律
の
規
定
に
も
、
こ
れ
を
襲
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
し
た
が
つ
て
、
K
は
、
市
長
選
學
當
選
告
知
前
に
競
走
會
會
長
を
鱒
任
し
た

か
否
か
は
と
も
か
く
、
同
會
理
事
を
鮮
任
し
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
ゆ
え

に
、
右
告
知
の
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
理
事
鮮
任
の
届
出
を
市
選
學
管
理
委
員

會
に
提
出
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
當
選
の
効
力
は
無
効
と
な
る
。

　
し
か
る
に
、
K
は
、
所
定
の
期
間
内
に
か
か
る
屈
出
を
な
し
た
事
實
を
肯
認

す
る
に
た
る
誰
擦
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
K
は
、
本
件
唐
津
市
長
選
學
の
當

選
を
失
つ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
【
上
告
理
由
】
　
こ
れ
に
た
い
す
る
上
告
理
由
は
、
各
雫
鮎
な
ら
び
に
、
原
審

認
定
の
各
事
項
に
つ
き
、
非
常
に
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ

れ
等
の
す
べ
て
を
の
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
上
告
審
到
旨
に

關
係
の
あ
る
限
度
で
、
そ
の
要
旨
を
し
る
す
。

　
K
の
競
走
會
會
長
鮮
任
は
、
象
職
禁
止
規
定
に
抵
鰯
す
る
こ
と
を
慮
つ
て
な

し
た
も
の
ゆ
え
、
競
走
會
の
役
員
の
地
位
か
ら
さ
る
意
思
で
な
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
疑
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
凡
そ
吾
人
は
或
る
目
的
を
達
す
る
た

め
に
行
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
す
る
意
思
表
示
は
、
そ
れ
に
相
鷹

し
た
内
容
を
有
す
る
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
文
書
に
よ
り
意

思
表
示
が
爲
さ
れ
た
場
合
に
そ
の
内
容
を
確
定
す
る
に
つ
い
て
は
文
字
に
拘
泥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
（
一
六
九
一
）



　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

せ
ず
論
理
の
法
則
脛
験
則
に
從
つ
て
営
事
者
の
眞
意
を
探
究
す
べ
き
で
あ
る

（
漱
証
笹
晒
辮
脚
灘
衛
襯
塗
酌
襯
銅
辮
威
朗
配
）
。
ま
た
意
思
表
示
を
解
縄
す
る
に
當
り

之
を
一
の
意
義
に
解
す
れ
ば
或
効
果
を
生
ぜ
し
め
得
る
も
他
の
意
義
に
解
す
れ

ば
何
等
の
効
果
も
生
ぜ
し
め
得
な
い
と
き
に
は
他
に
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り

或
る
効
果
を
生
ず
る
意
義
に
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
（
駄
範
、
毒
厭
廿
ぴ
昭
だ
細
鰍
綱

隊
報
磁
、
一
｝
月
O
噸
軌
畑
翻
籏
野
漱
灘
衛
縮
墜
需
鑓
』
監
姻
職
）
」
（
四
四
二
頁
・
四
六
三
頁
）
。

し
た
が
つ
て
、
會
長
雛
任
屈
を
、
か
り
に
、
會
長
の
み
騨
し
、
理
事
に
は
依

然
と
ど
ま
る
行
爲
と
解
す
れ
ば
ま
つ
た
く
無
意
味
な
行
爲
と
な
る
。
し
た
が
つ

て
、
右
鮮
任
は
、
會
長
理
事
を
鮮
任
す
る
趣
旨
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ

き
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
競
走
會
に
お
い
て
は
、
會
長
理
事
を
會
長
と
よ
び
、
副
會
長
理
事
を

副
會
長
と
の
み
呼
ぶ
慣
行
が
あ
り
、
會
長
を
や
め
る
と
い
う
語
は
、
會
長
も
理

事
も
や
め
る
と
い
う
こ
と
を
包
括
し
て
お
り
、
上
告
人
も
競
走
會
も
右
の
ご
と

く
解
し
て
意
思
表
示
を
な
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
う
け
た
以
上
、
こ
の
意
思
表
示

は
會
長
理
事
贈
任
の
効
果
を
生
ず
る
も
の
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
原
審
到
決
は
い
う
。
定
款
に
は
會
長
を
鱒
任
し
た
ら
當
然
に
理
事
の

地
位
を
失
う
旨
の
定
め
も
な
い
し
、
會
長
を
騨
任
す
れ
ば
當
然
理
事
を
辮
任
し

た
こ
と
に
な
る
と
の
法
律
上
の
根
族
も
な
い
と
。
こ
れ
は
、
上
告
人
が
會
長
だ

け
を
騨
任
し
た
と
の
誤
り
た
る
前
提
に
た
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
意
思

表
示
は
、
先
ず
表
意
者
が
如
何
な
る
趣
旨
で
そ
の
意
思
を
表
示
し
た
か
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
　
（
一
六
九
二
）

そ
の
内
容
が
定
ま
り
、
他
面
意
思
表
示
の
受
領
者
も
表
示
者
と
同
じ
よ
う
に
、

そ
の
意
思
表
示
の
意
義
を
解
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
趣
旨
に
し
た
が
つ
た
内
容
の

意
思
表
示
と
し
て
効
力
を
生
ず
る
。
こ
の
融
、
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
上
告

人
も
競
走
會
も
と
も
に
、
上
告
人
が
會
長
理
事
を
鮮
任
す
る
と
解
し
て
い
る
と

こ
ろ
、
文
字
に
の
み
と
ら
わ
れ
、
會
長
の
み
睡
任
と
解
す
る
は
、
意
思
表
示
の

眞
意
を
曲
解
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
そ
の
他
の
上
告
理
由
に
つ

い
て
は
、
剣
旨
に
直
接
關
係
な
ぎ
ゆ
え
省
略
す
る
。
）

　
【
判
旨
】
破
棄
差
戻
。
齋
藤
・
入
江
・
高
木
の
三
裁
到
官
全
員
↓
致
。

　
原
到
決
は
、
原
告
（
上
告
人
）
が
佐
賀
縣
モ
ー
タ
ー
ボ
：
ト
競
走
會
の
會
長

の
み
を
辞
任
し
た
も
の
で
、
同
會
の
理
事
を
鮮
任
し
た
も
の
で
な
い
と
認
定
し

て
い
る
。
し
か
し
、
上
告
人
の
騨
任
の
意
思
表
示
の
趣
旨
は
、
從
來
の
同
會
役

員
選
任
手
績
に
か
ん
す
る
慣
習
や
、
騨
任
の
動
機
等
を
も
考
慮
し
て
論
理
の
法

則
と
輕
験
則
の
教
え
る
所
に
し
た
が
い
、
表
意
者
の
眞
意
を
探
求
し
て
、
で
き

る
だ
け
そ
の
意
思
に
副
う
よ
う
に
解
羅
す
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
、
右
競
走
會

會
長
選
任
に
か
ん
す
る
從
來
の
慣
例
を
み
る
と
、
會
長
選
任
に
あ
た
り
、
理
事

に
選
任
し
た
う
え
、
そ
の
互
選
と
す
る
こ
と
な
く
、
箪
に
會
長
に
選
任
す
る
慣

例
が
そ
ん
し
て
き
た
。
一
方
、
上
告
人
の
會
長
雛
任
の
動
機
も
ま
た
、
市
長
と

の
蒙
職
禁
止
規
定
を
同
避
せ
ん
と
す
る
に
あ
つ
た
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
し
か

る
と
き
、
も
し
、
會
長
の
み
を
騨
任
し
、
同
會
理
事
を
騨
任
し
な
か
つ
た
と
解

す
る
た
め
に
は
、
か
く
認
定
す
べ
き
特
段
の
合
理
的
理
由
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら



な
い
。
し
か
る
に
、
原
判
決
は
、
會
長
謙
任
に
か
ん
す
る
文
書
の
文
二
、
一
・
の
み
よ

り
到
断
し
、
本
件
競
走
會
の
内
部
關
係
の
名
構
に
す
ぎ
な
い
會
長
の
み
を
暴
任

し
た
と
到
断
し
、
こ
れ
に
か
ん
す
る
特
別
の
理
由
を
ふ
し
て
い
な
い
。

　
こ
れ
、
結
局
、
審
理
不
蓋
に
よ
る
理
由
不
備
の
違
法
あ
る
に
臨
す
る
も
の
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
原
到
決
は
、
爾
飴
の
論
旨
に
つ
き
到
蜥

す
る
ま
で
も
な
く
破
棄
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。

　
【
研
究
】
本
件
に
つ
い
て
は
、
左
の
事
項
が
問
題
と
な
る
よ
う
に
お
も
う
。

　
ま
ず
、
佐
賀
縣
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
會
理
事
が
地
方
自
治
法
第
一
四
二
條

の
兼
職
禁
止
規
定
に
該
當
す
る
か
否
か
。
こ
の
馳
、
も
し
、
該
當
し
な
い
と
す

れ
ば
、
上
告
人
は
、
市
長
當
選
に
さ
い
し
、
何
等
の
行
爲
を
し
な
く
て
も
、
當

選
の
効
力
が
襲
生
す
る
。
し
か
し
、
原
審
裁
到
所
は
、
同
會
理
事
を
、
地
方
自

治
法
の
同
條
に
い
う
「
主
と
し
て
同
一
の
行
爲
を
す
る
法
人
の
無
限
責
任
肚

員
、
取
締
役
若
し
く
は
監
査
役
叉
は
こ
れ
に
準
ず
べ
き
者
」
（
傍
鮎
筆
者
）
と

判
噺
す
る
。
ま
た
、
上
告
審
も
一
鷹
か
か
る
前
提
に
た
つ
て
い
る
ご
と
く
で
あ

る
。　

こ
の
鮎
、
「
主
と
し
て
同
一
の
行
爲
を
す
る
法
人
」
と
は
、
如
何
な
る
法
人

を
い
う
か
。
長
野
士
郎
氏
は
、
こ
れ
に
つ
き
、
「
當
該
普
通
地
方
公
共
團
髄
に

封
す
る
請
負
叉
は
當
該
普
通
地
方
公
共
團
膿
に
お
い
て
脛
費
を
負
澹
す
る
事
業

に
つ
き
、
そ
の
團
艦
の
長
若
し
く
は
そ
の
團
艦
の
長
の
委
任
を
受
け
た
者
に
封
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す
る
請
負
が
、
當
該
法
人
の
業
務
の
主
要
部
分
を
占
め
る
も
の
の
意
で
あ
る

（
．
町
潰
口
詔
仁
、
｝
．
）
。
」
（
逐
條
地
方
自
治
法
－
昭
二
九
－
三
八
益
頁
）
と
い
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
主
要
部
分
と
は
、
具
腱
的
に
如
何
な
る
程
度
を
し
め
た
場
合
を
い
う

か
に
つ
き
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
に
よ
り
判
定
す
る
外
な
き
も
、
講
負
金

額
が
全
業
務
分
量
に
封
し
て
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
比
率
と
例
示
さ
れ
る

（
前
掲
書
同
一
頁
）
。

　
さ
て
、
こ
の
黙
、
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
原
審
に
お
い
て
、
原
告
と
被

告
・
補
助
参
加
人
と
は
こ
と
な
る
主
張
を
な
し
、
そ
の
何
れ
が
要
當
な
る
か

は
、
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
で
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
原

審
の
認
定
に
し
た
が
わ
ざ
る
を
え
な
い
（
し
た
が
つ
て
、
上
告
審
に
お
け
る
前

提
も
妥
當
な
も
の
と
み
と
め
ざ
る
を
え
な
い
）
。

　
つ
ぎ
に
、
本
件
の
中
心
問
題
を
形
成
し
て
い
る
、
上
告
人
の
競
走
會
役
員
騨

任
の
意
思
表
示
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
さ
い
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
か
か

る
意
思
表
示
に
た
い
す
る
適
用
法
規
如
何
の
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
換
言
す

れ
ば
、
民
法
が
當
然
に
適
用
さ
る
べ
き
か
否
か
で
あ
る
。
裁
判
所
は
こ
の
黙
明

示
し
な
い
し
、
剣
決
例
と
し
て
は
、
こ
の
紬
を
明
示
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ

う
。
田
村
浩
一
氏
は
、
本
件
到
例
評
羅
に
お
い
て
、
こ
の
意
思
表
示
を
行
政
行

爲
と
し
、
民
法
規
定
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
を
さ
け
て
お
ら
れ
る
（
民
商

法
雑
誌
四
一
巻
二
號
一
三
五
頁
以
下
）
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
表
現
の
問
題

に
す
ぎ
ぬ
か
も
し
れ
な
い
が
、
公
法
上
の
意
思
表
示
で
あ
つ
て
も
、
行
政
主
膿
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が
公
灌
力
襲
動
の
さ
い
な
す
意
思
表
示
と
、
相
手
方
た
る
私
人
の
な
す
公
法
上

の
意
思
表
示
と
で
は
、
そ
の
法
的
性
質
を
こ
と
に
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の

場
合
、
行
政
行
爲
な
る
言
葉
の
使
用
を
さ
け
る
の
が
妥
當
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
上
告
人
の
騨
任
行
爲
を
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
市
長
の
辞
任
願
、
あ

る
い
は
、
本
件
に
お
け
る
公
職
選
墨
法
第
一
〇
四
條
の
層
出
は
、
あ
き
ら
か
に

私
人
の
公
法
行
爲
と
い
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
本
件
は
競
走
會
へ
の
融
任
届
を

契
機
と
し
、
市
長
當
選
の
効
力
が
雫
わ
れ
て
い
る
。
市
長
當
選
の
効
力
は
、
あ

き
ら
か
に
公
法
上
の
効
果
に
か
ん
す
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
提
た

る
競
走
會
役
員
睡
任
の
問
題
は
、
競
走
會
の
法
的
性
格
を
あ
き
ら
か
に
せ
ざ
る

か
ぎ
り
、
公
法
行
爲
と
も
私
法
行
爲
と
も
判
噺
し
え
な
い
。
か
り
に
、
競
走
會

の
法
律
關
係
に
つ
き
民
法
が
適
用
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
私
法
行
爲
を
前
提
と

し
、
公
法
効
果
が
獲
生
す
る
に
す
ぎ
ず
、
本
件
前
提
は
、
ま
つ
た
く
民
法
規
定

に
よ
り
解
決
さ
る
べ
き
問
題
と
な
る
。

　
し
か
ら
ば
、
競
走
會
の
法
的
性
格
如
何
。
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
（
遡
候

一
猷
謙
辮
第
）
に
は
、
つ
ぎ
の
ご
と
き
規
定
が
そ
ん
す
る
。

　
第
二
條
一
項
に
、
自
治
臆
長
官
の
指
定
す
る
市
町
村
は
、
そ
の
議
會
の
議
決

を
へ
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
モ
ー
タ
！
ボ
ー
ト
競
走
を
お
こ
な
う
こ

と
が
で
き
る
旨
、
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
而
し
て
、
同
法
第
三
條
は
、
施
行
者
が
競
走
の
賞
施
を
競
走
會
に
委
任
し
う

る
旨
を
、
ま
た
同
第
四
條
四
項
に
は
「
競
走
會
及
び
全
國
競
走
蓮
合
會
は
、
民
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法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
號
）
第
三
十
四
條
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ

れ
る
法
人
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
項
は
、
昭
和
三
二
年

六
月
の
法
律
第
一
七
〇
號
に
よ
り
改
正
さ
れ
、
現
行
法
は
、
第
↓
二
條
二
項
に

醤
法
第
四
條
四
項
と
同
趣
旨
規
定
を
、
そ
し
て
同
條
三
項
に
、
「
競
走
會
の
役

員
の
選
任
及
び
解
任
は
、
蓮
鍮
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を

生
じ
な
い
。
」
と
規
定
す
る
。

　
競
走
會
が
右
の
ご
と
き
法
的
性
格
を
も
つ
と
き
、
上
告
人
の
同
會
に
た
い
す

る
役
員
謙
任
届
は
民
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
田
村
氏
の
い
わ
れ
る
ご
と
き
、

特
別
の
考
察
を
必
要
と
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
田
村
浩
一
・
前
掲
書
判

例
詳
繹
）
。
し
か
ら
ば
、
上
告
人
の
意
思
表
示
の
問
題
は
如
何
。
上
告
人
は
競

走
會
の
す
べ
て
の
役
職
を
し
り
ぞ
く
意
思
で
、
融
任
届
に
、
會
長
を
辮
任
す
る

旨
規
定
し
た
。
こ
の
場
合
、
形
式
的
に
は
、
會
長
を
睡
任
し
て
も
理
事
た
る
地

位
は
依
然
残
る
。
し
た
が
つ
て
、
錯
誤
の
問
題
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
上
告
人
の
意
欲
す
る
と
こ
ろ
と
、
會
長
選
任
の
慣

行
と
を
併
せ
考
察
し
、
會
長
鮮
任
の
文
書
は
、
本
件
の
場
合
、
會
長
理
事
蹉
任

屈
と
し
て
、
形
式
的
に
も
實
質
的
に
も
有
効
な
も
の
と
す
る
。
而
し
て
、
か
く

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
の
べ
る
（
前
出
判
旨
）
。
そ
の
結
論
な
ら
び
に

論
旨
は
、
愛
當
な
も
の
と
か
ん
が
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
上
告
人
の
意
思
表
示
を
會
長
理
事
の
雛
任
届
と
み
る
と
、
本

件
は
ど
の
よ
う
な
臨
結
と
な
る
か
。



　
上
告
人
が
市
長
営
選
の
告
知
を
う
げ
る
前
．
」
、
嘗
該
聯
任
届
が
競
圭
會
で
受

理
さ
れ
て
い
る
と
、
上
告
人
は
、
選
墨
管
理
委
員
會
に
何
等
屈
出
を
な
さ
ず
に

當
選
は
有
効
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
上
告
人
が
謙
任
屈
を
提
出
し
た
と
主
張

し
、
原
審
裁
到
所
が
否
定
し
た
五
月
一
日
ま
で
の
行
爲
を
、
い
ず
れ
と
判
断
す

る
か
に
よ
り
、
結
論
を
左
右
す
る
。

　
つ
ぎ
に
、
五
月
二
日
に
は
、
上
告
人
の
會
長
騨
任
顧
が
受
理
さ
れ
た
と
原
審

は
認
定
し
、
上
告
審
は
、
會
長
理
事
謙
任
と
解
す
べ
し
と
い
う
。
一
方
、
嘗
選

の
告
知
も
同
日
に
う
け
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
時
間
的
前
後
が
、
選
學
管
理

委
員
會
へ
の
層
出
の
要
否
を
決
定
す
る
。
こ
の
馳
の
解
決
は
、
さ
ら
に
裁
到
所

の
認
定
を
必
要
と
す
る
。

　
さ
ら
に
、
當
選
告
知
後
、
鮮
任
届
が
受
理
さ
れ
た
と
き
は
、
選
學
管
理
委
員

會
へ
届
出
を
な
さ
ざ
る
か
ぎ
り
（
原
審
は
か
か
る
層
出
か
な
い
と
認
定
）
、
當

選
の
効
力
が
失
わ
れ
る
。

　
要
す
る
に
、
本
件
に
つ
き
最
高
裁
判
所
の
し
め
す
判
旨
は
正
當
な
も
の
で
あ

り
、
右
述
の
．
こ
と
き
、
さ
ら
に
事
賛
認
定
を
要
す
る
問
題
の
残
る
か
ぎ
り
、
破

棄
差
戻
を
當
然
と
考
え
る
。
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